
目

次

規

則

○
青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqq（
総
務
学
事
課
）
…
一

○
青
森
県
公
衆
浴
場
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
保
健
衛
生
課
）
…
一

告

示

○
青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
四
十
一
条
第
一
項
の
事
業
者
が
個
人

情
報
を
取
り
扱
う
際
に
準
拠
す
べ
き
指
針
の
一
部
改
正
qqqqqqqqqqqqqqq（
総
務
学
事
課
）
…
一

○
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
二

○
臨
時
の
職
業
訓
練
の
施
行
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
労
政
・
能
力

開

発

課
）
…
二

○
道
路
の
供
用
の
開
始
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
道

路

課
）
…
五

○
漁
船
保
険
付
保
義
務
の
発
生
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
下
北
地
域

県

民

局
）
…
五

規

則

青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
五
号

青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
五
月
青
森
県
規
則
第
五
十
六
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政

令
第
五
百
四
十
八
号
」
を
「
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百

七
号
」
に
、
「
第
三
条
各
号
」
を
「
第
一
条
各
号
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
第
四
条
各
号
」
を
「
第
二
条
各
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
公
衆
浴
場
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
六
号

青
森
県
公
衆
浴
場
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
公
衆
浴
場
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
十
一
月
青
森
県
規
則
第
百
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
第
一
号
５
ル
た
だ
し
書
中
「
十
歳
」
を
「
七
歳
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
百
七
十
六
号

平
成
十
一
年
七
月
一
日
青
森
県
告
示
第
四
百
七
十
七
号
（
青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
四
十
一

条
第
一
項
の
事
業
者
が
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
際
に
準
拠
す
べ
き
指
針
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
し
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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第
２
の
⑶
中
「独

立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
15年
法

律
第
59号
）
第
２
条
第
１
項

」
を
「個

人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
15年
法
律
第
57号
）

第
２
条
第
９
項

」
に
改
め
る
。

青
森
県
告
示
第
百
七
十
七
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行

う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
七
十
八
号

青
森
県
職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
条

例
第
三
十
九
号
）
第
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
四
年
度
に
開
始
す
る
臨
時
の
職
業
訓

練
を
次
の
と
お
り
施
行
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

臨
時
の
職

業
訓
練
を

実
施
す
る

能
力
開
発

校
の
名
称

職
業
訓
練

の
種
類
・

訓
練
課
程

対
象
者

訓
練
科

訓
練
期
間

定
数

授
業
料

青
森
県
立

青
森
高
等

技
術
専
門

校

普
通
職
業

訓
練
・
短

期
課
程

公
共
職
業

安
定
所
長

の
受
講
指

示
、
受
講

推
薦
又
は

支
援
指
示

を
受
け
た

者

宅
地
建
物
取
引
士
養
成

科

五
月

二
〇
人

×
一
回

販
売
士
養
成
実
践
科

四
月

一
五
人

×
一
回

パ
ソ
コ
ン
基
礎
科

三
月

二
〇
人

×
三
回

一
五
人

×
二
回

パ
ソ
コ
ン
応
用
科

六
月

二
〇
人

×
二
回

一
五
人

×
一
回

Ｉ
Ｔ
活
用
実
務
科

二
月

一
五
人

×
一
回

介
護
実
務
者
研
修
科

六
月

二
〇
人

×
四
回

簿
記
・
経
理
基
礎
科

三
月

二
〇
人

×
二
回

一
五
人

×
一
回

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
・

バ
ッ
ク
オ
フ
ィ
ス
業
務

科

四
月

一
五
人

×
二
回

簿
記
・
経
理
応
用
科

六
月

二
〇
人

×
三
回

フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
プ

ラ
ン
ナ
ー
養
成
科

五
月

二
〇
人

×
一
回

医
療
・
調
剤
事
務
科

五
月

二
〇
人

×
一
回

Ｗ
ｅ
ｂ
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン

グ
科

六
月

二
〇
人

×
一
回

青
森
県
立

弘
前
高
等

技
術
専
門

校

簿
記
・
経
理
応
用
科

六
月

二
〇
人

×
二
回

パ
ソ
コ
ン
基
礎
科

三
月

二
〇
人

×
三
回
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指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

事

業

所

指

定

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

株
式
会
社
Ｋ

Ｅ
Ｍ
Ｙ
カ
ン

パ
ニ
ー

黒
石
市
緑
ヶ
丘
四

五
の
二

共
同
生
活

援
助

黒
石
苑
境
松

住
宅

黒
石
市
境
松
一
丁

目
八
〇

令
和四･
四･
一



四
月

二
〇
人

×
一
回

宅
地
建
物
取
引
士
養
成

科

六
月

二
〇
人

×
一
回

医
療
・
調
剤
事
務
科

五
月

二
〇
人

×
二
回

六
月

一
五
人

×
一
回

介
護
実
務
者
研
修
科

六
月

二
〇
人

×
三
回

パ
ソ
コ
ン
応
用
科

六
月

二
〇
人

×
三
回

簿
記
・
経
理
基
礎
科

三
月

二
〇
人

×
一
回

一
五
人

×
一
回

園
芸
実
務
科

六
月

一
〇
人

×
一
回

フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
プ

ラ
ン
ナ
ー
養
成
科

六
月

二
〇
人

×
一
回

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
・

バ
ッ
ク
オ
フ
ィ
ス
業
務

科

四
月

二
〇
人

×
一
回

Ｉ
Ｔ
活
用
実
務
科

二
月

一
五
人

×
一
回

青
森
県
立

八
戸
工
科

学
院

建
設
車
両
科

三
月

一
五
人

×
二
回

介
護
実
務
者
研
修
科

六
月

二
〇
人

×
三
回

簿
記
・
経
理
応
用
科

六
月

二
〇
人

×
一
回

一
五
人

×
二
回

簿
記
・
経
理
基
礎
科

三
月

一
五
人

×
三
回

パ
ソ
コ
ン
基
礎
科

三
月

二
〇
人

×
一
回

一
五
人

×
二
回

パ
ソ
コ
ン
応
用
科

六
月

一
五
人

×
二
回

医
療
事
務
（
医
科
・
歯

科
）
科

三
月

一
五
人

×
一
回

電
気
工
事
士
養
成
科

四
月

一
五
人

×
一
回

青
森
県
立

む
つ
高
等

技
術
専
門

校

簿
記
・
経
理
基
礎
科

三
月

一
五
人

×
二
回

医
療
事
務
（
医
科
・
歯

科
）
科

三
月

一
五
人

×
一
回

パ
ソ
コ
ン
基
礎
科

三
月

一
五
人

×
一
回

青
森
県
立

青
森
高
等

技
術
専
門

校

障
害
者
の

雇
用
の
促

進
等
に
関

す
る
法
律

（
昭
和
三

十
五
年
法

律
第
百
二

十
三
号
）

第
二
条
第

一
号
に
規

定
す
る
障

害
者
で

あ
っ
て
、

公
共
職
業

安
定
所
長

の
受
講
指

示
、
受
講

推
薦
又
は

支
援
指
示

を
受
け
た

者

知
識
技
能
習
得
訓
練

コ
ー
ス

一
月
か
ら
二
月

一
〇
人

×
一
回

実
践
能
力
習
得
訓
練

コ
ー
ス

一
月
か
ら
二
月

一
人
×

五
回

特
別
支
援
学
校
早
期
訓

練
コ
ー
ス

一
月

一
人
×

二
回

青
森
県
立

八
戸
工
科

学
院

知
識
技
能
習
得
訓
練

コ
ー
ス

一
月
か
ら
二
月

一
〇
人

×
一
回

実
践
能
力
習
得
訓
練

コ
ー
ス

一
月
か
ら
二
月

一
人
×

六
回

青
森
県
立

障
害
者
職

業
訓
練
校

実
践
能
力
習
得
訓
練

コ
ー
ス

一
月
か
ら
二
月

一
人
×

五
回

青
森
県
立

青
森
高
等

技
術
専
門

校

障
害
者
の

雇
用
の
促

進
等
に
関

す
る
法
律

在
職
者
訓
練
コ
ー
ス

三
九
時
間

七
人
×

二
回
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（
昭
和
三

十
五
年
法

律
第
百
二

十
三
号
）

第
二
条
第

一
号
に
規

定
す
る
障

害
者
で

あ
っ
て
、

在
職
し
て

い
る
者

青
森
県
立

青
森
高
等

技
術
専
門

校

職
業
に
必

要
な
技
能

及
び
こ
れ

に
関
す
る

知
識
を
習

得
し
よ
う

と
し
て
い

る
者
で

あ
っ
て
、

在
職
し
て

い
る
者

電
気
工
事
科

二
四
時
間

二
四
人

×
二
回

二
千
二

百
円

一
二
時
間

二
〇
人

×
二
回

千
円

二
四
時
間

二
〇
人

×
二
回

二
千
二

百
円

土
木
施
工
科
他

一
二
時
間

一
〇
人

×
一
回

千
円

土
木
施
工
科

一
八
時
間

二
〇
人

×
一
回

千
六
百

円

青
森
県
立

弘
前
高
等

技
術
専
門

校

電
気
工
事
科

一
八
時
間

二
〇
人

×
一
回

千
六
百

円

一
五
人

×
二
回

一
〇
人

×
一
回

木
造
建
築
科
他

一
二
時
間

二
〇
人

×
一
回

千
円

造
園
科

一
二
時
間

一
〇
人

×
一
回

千
円

自
動
車
整
備
科

一
五
時
間

一
〇
人

×
二
回

千
三
百

円

木
造
建
築
科

一
五
時
間

一
五
人

×
一
回

千
三
百

円

一
五

時
間

一
〇
人

×
二
回

千
三
百

円

配
管
科

一
八
時
間

一
〇
人

×
一
回

千
六
百

円

青
森
県
立

八
戸
工
科

学
院

電
気
工
事
科

一
八
時
間

三
〇
人

×
二
回

千
六
百

円

溶
接
科

一
五
時
間

一
〇
人

×
二
回

千
三
百

円

電
気
工
事
科

一
五
時
間

一
五
人

×
三
回

千
三
百

円

自
動
車
整
備
科
他

一
二
時
間

一
五
人

×
一
回

千
円

配
管
科

三
〇
時
間

一
五
人

×
一
回

二
千
八

百
円

一
五
時
間

一
〇
人

×
一
回

千
三
百

円

メ
カ
ト
ロ
ニ
ク
ス
科

一
二
時
間

一
〇
人

×
一
回

千
円

青
森
県
立

む
つ
高
等

技
術
専
門

校

電
気
工
事
科

一
四
時
間

一
五
人

×
一
回

千
二
百

円

溶
接
科

二
一
時
間

二
〇
人

×
一
回

千
九
百

円

一
四
時
間

一
五
人

×
一
回

千
二
百

円

電
気
工
事
科

一
五
時
間

一
〇
人

×
二
回

千
三
百

円

土
木
施
工
科

一
二
時
間

一
五
人

×
一
回

千
円

一
四
時
間

二
〇
人

×
一
回

千
二
百

円

木
造
建
築
科

一
四
時
間

二
〇
人

×
一
回

千
二
百

円

電
気
工
事
科

一
四
時
間

二
〇
人

×
一
回

千
二
百

円

配
管
科

一
四
時
間

一
〇
人

×
一
回

千
二
百

円
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青
森
県
立

青
森
高
等

技
術
専
門

校

普
通
職
業

訓
練
・
普

通
課
程

公
共
職
業

安
定
所
長

の
受
講
指

示
、
受
講

推
薦
又
は

支
援
指
示

を
受
け
た

者

介
護
福
祉
士
養
成
科

二
年

五
人
×

一
回

保
育
士
養
成
科

二
年

五
人
×

三
回

栄
養
士
養
成
科

二
年

一
〇
人

×
一
回

美
容
師
養
成
科

二
年

四
人
×

一
回

ト
ー
タ
ル
ビ
ュ
ー
テ
ィ

シ
ャ
ン
養
成
科

二
年

四
人
×

一
回

情
報
処
理
技
能
者
養
成

科

二
年

八
人
×

一
回

青
森
県
立

弘
前
高
等

技
術
専
門

校

介
護
福
祉
士
養
成
科

二
年

六
人
×

一
回

保
育
士
養
成
科

二
年

九
人
×

一
回

栄
養
士
養
成
科

二
年

五
人
×

一
回

理
容
師
養
成
科

二
年

二
人
×

一
回

美
容
師
養
成
科

二
年

三
人
×

一
回

調
理
師
養
成
科

一
年

五
人
×

一
回

青
森
県
立

八
戸
工
科

学
院

介
護
福
祉
士
養
成
科

二
年

五
人
×

一
回

保
育
士
養
成
科

二
年

九
人
×

一
回

理
容
師
養
成
科

二
年

一
人
×

一
回

美
容
師
養
成
科

二
年

七
人
×

一
回

青
森
県
告
示
第
百
七
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
二
十
七
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部

道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
八
十
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
次
の
発
起
人
の
次
の
加
入
区
に
係
る
届
出
に
つ
い
て
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
の
で
、
同
法
第
百
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

国
道
一
〇
四
号

三
戸
郡
田
子
町
大
字
石
亀
字
亀
ノ
下
一
四
四
か
ら

三
戸
郡
田
子
町
大
字
石
亀
字
亀
ノ
下
七
六
の
一
ま
で

令
和
四･
三･二九

発

起

人

の

住

所

及

び

氏

名

加
入
区
の
名
称

下
北
郡
佐
井
村
大
字
佐
井
字
糠
森
三
二
の
二

新
田

雄
逸

下
北
郡
佐
井
村
大
字
佐
井
字
糠
森
一
三
〇
の
七
七

舘
脇

修

下
北
郡
佐
井
村
大
字
佐
井
字
大
佐
井
二
四

津
田

勝
良

佐
井
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価

小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円


